
意見募集する案の概要等 

 

計画等の案の名称 

島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案） 

 島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 

趣旨 

地方創生に向けて、地域の創意工夫や独自性を活かし、施策を強力

に推進・展開することにより、人口減少問題の克服や地域経済の発展

を図り、市民が安心して働き、結婚、妊娠、出産、子育ての希望を実

現し、将来に夢や希望を持つことができるよう、魅力ある地域づくり

を行うため、「島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「島

田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進めています。 

住民をはじめ、産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・

メディア（産官学金労言）で構成する「島田市まち・ひと・しごと創

生市民会議」にて検討を重ね、「人口ビジョン」及び「総合戦略」の

案を作成しましたので、これを公表し、市民の皆さんから広く意見を

募集します。 

案のポイント 

【人口ビジョン（案）】 

・今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望をまとめたものです。 

・人口減少に歯止めをかけるとともに、当面の人口減少に適応してい

くという２つの視点をもって取り組みます。 

・2060年を目標年次として、2060年の目標人口を「８万人」とします。 

【総合戦略（案）】 

・「人口ビジョン」を実現するため、今後５か年の基本目標や施策の

基本的な方向、具体的な施策をまとめたものです。 

・３つの基本的な考え方を掲げています。 

①地域経済の持続的な発展  「しごと」 

②人口減少の克服      「ひと」 

③暮らしやすいまちづくり  「まち」 

・４つの基本目標を掲げています。 

①日本で、世界で、稼ぐ産業の創出 

②島田市に住み、好きになる 

③希望どおり結婚、妊娠、出産し、子どもをまんなかに子育てする 

④水と緑に囲まれた健康長寿の暮らしやすいまちづくり 



経緯等 

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、それぞれの地域で住みよ

い環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく

ことを目的として、平成 26 年 11 月に成立した「まち・ひと・しごと

創生法」において、市町村は、まち・ひと・しごと創生に関し、実施

すべき施策として、実情に応じた自主的な施策を策定し、実施する責

務を有することが定められ、市町村のまち・ ひと・しごと創生総合

戦略の策定が努力義務と規定されています。 

当市では、平成 26 年 10 月１日に「島田市まち・ひと・しごと創生

推進本部」を設置し、まち・ひと・しごと創生の取組を積極的に推進

していくこととしました。 

スケジュール 

（予定） 

８月 26 日(水)    パブリック・コメント開始 

９月 30 日(水)    パブリック・コメント終了 

10 月 30 日(金)までに 「人口ビジョン」及び「総合戦略」策定完了 

関係法令等 まち・ひと・しごと創生法 

 


